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一部改正条例案２件を提出予定です。 

番
号 条 例 案 の 概 要  

１ 長野県県税条例の一部を改正する条例案 

中小法人を除く法人の県民税について、法人税割の税率を100分の４とする

特例措置（本則税率100分の3.2）の適用期間を平成33年10月31日まで５年間延

長します。 

（公布の日から施行） 

２ 長野県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例案 

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の制定に伴い、所掌する事務を追

加します。 

（平成28年11月30日から施行） 
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税務課 026-235-7497 (FAX) Email: zeimu@pref.nagano.lg.jp 

警務課 026-233-1367 (FAX) Email: police-keimu@pref.nagano.lg.jp 
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